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    郡山ではじまる
新しい生活。

    アースライフは郡山に根付いた不動産会社です。新しくはじまる郡山での生活をアースライフが応援いたします。

  






  NEWS新着情報



  
  
    2024.03.24

    お知らせ

    新築賃貸一戸建て「開成ガーデン」竣工
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    2024.03.01

    お知らせ

    管理受託のお知らせ
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    2024.03.01

    お知らせ

    管理委託契約終了のお知らせ
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    2024.01.08

    お知らせ

    １月から３月（営業時間）
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    2023.12.21

    お知らせ

    年末年始のお知らせ
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    2023.11.22

    お知らせ

    適格請求書発行事業者の登録番号
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  もっと見る





  RENOVATIONリノベーション物件

  中古マンションを購入して、自分流のリノベーションを行いたい方へ
常時、モデルルームとして公開しております。
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    不動産から始まる
新しい生活を
私がご提案いたします

    住む人の生活を考える
不動産投資、 資産の運用を考える
経験と知識を活かし
お客様に最善のご提案をいたします

    アースライフについて

  






  FAQよくあるご質問


  	どれくらいの時期から部屋探しを始めたらいいですか？
	2～3ヶ月前からで十分間合います。あまり早く探し始めても、ご希望のお部屋を実際に内覧できない場合がございます。
まずは希望する条件を具体的にまとめてから、お問合せください。
	賃貸契約に行く時、何を持っていけばいいですか？
	身分証明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等）、新卒者の場合、採用通知書が入居審査に必要です。また、連帯保証人様も１名必要になります。
	申し込みから入居までの流れを教えてください。
	物件内覧後に入居を希望する場合、所定の様式（入居審査・申込書）を提出していただきます。

    賃料保証会社及び管理会社の入居審査の承諾が得られしだい、賃貸借契約書の締結・契約一時金の入金に進みます。

    （目安としまして、入居審査承諾日より約10日前後にて賃貸借契約書を締結します）
	自己資金が少ないのですが、こんな私でも物件を購入できるのでしょうか？
	はい、可能です。但し、一般的に住宅ローンは長期間に及びます。

    子どもの教育資金や予期せぬ休職等、将来の生活を十分に考慮して不動産を購入することをお勧めします。

    余裕を持った借入れ、返済計画が必要です。
	売却の販売価格は誰がどのようにして決めるのですか？
	一般的には不動産仲介業者が査定をおこない、所有者様のご意向を踏まえて決定していきます。

    ※不動産鑑定士による鑑定評価にて決定する場合もあります。

    弊社では、土地は「取引事例比較法」建物は「原価法」。収益物件は「収益還元法」にて査定をおこなっております。

    尚、机上での簡易査定、現地訪問にて現地調査・所有者様ヒアリング査定がございます。
	売却物件が出ない希少地域の物件を探しています。購入する方法を教えてください。
	不動産会社には随時新しい情報が入ってきます。購入したい詳細をお知らせください。
不動産の購入はタイミングです。タイミングを逃すと、ご希望の物件は購入できません。






  
    会社概要

    	社名
	有限会社アースライフ
	代表者
	代表取締役　富塚 政治
	社是
	信頼は生命（いのち）
	本社所在地
	〒963-8013
福島県郡山市神明町7-5 アグレアーブル101
TEL. 024-925-6400
FAX. 024-925-6401
	資本金
	1000万円
	設立
	2000年4月
	免許番号
	宅地建物取引業　福島県知事（5）第2281号
賃貸住宅管理業　国土交通大臣（2）84号
	事業内容
	不動産コンサルティング／不動産運用・企画／東京海上ミレア少額短期保険 代理店
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